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　11月５日から住民票およびマイナンバーカードなど
へ過去に称していた氏を記載できるようになります。
　記載するには、本人や代理人からの申し出が必要です

（使用したい旧氏が確認でき、現在の氏までの経緯が分
かる戸籍謄抄本の添付が必要）。
　旧氏が記載されるものは、住民票の写し、マイナン
バーカード、通知カード、住民票記載事項証明書、転出
証明書、印鑑登録証明書などです。旧氏の記載を申し出
た場合は、住民票の写しなどへの旧氏の記載は省略でき
ません。
　また、初めて旧氏を記載する場合は、過去に使ってい
た氏から選択できますが、一度登録した旧氏を削除した
ときは、削除後に生じた旧氏のみ記載できます。
■問い合わせ
　町民課　町民係
　☎（232）4914

住民票やマイナンバーカード
などへ旧氏が記載できるよう
になります

   

　一定基準以上の障がいがある場合、次の手当を受給で
きる可能性があります。 
　詳細については、直接お問い合わせいただくか、町
ホームページに掲載している各種手当のしおりをご覧く
ださい。
※所得が一定額以上ある場合など、受給できない場合も

あります。
■問い合わせ　福祉課　地域福祉係　☎（232）4913

障がいのある人は各種手当を
受給できる場合があります

手当の名称 対象となる人 手当月額

特別児童
扶養手当

身体または精神に、中
度以上の障がいのある
20歳未満の児童を家
庭において監護してい
る父もしくは母（所得
が高い方）あるいは父
母に代わってその児童
を養育している人

１級：
52,200円

２級：
34,770円

年３回に分け
て支給
※手当額は、

物価スライ
ドにより改
定される場
合がありま
す。

特別障害者
手当

著しい重度の障がいの
ため、日常生活におい
て常時特別の介護を必
要とする在宅の20歳
以上の人

27,200円
年４回に分け
て支給
※手当額は、

物価スライ
ドにより改
定される場
合がありま
す。

障害児福祉
手当

重度の障がいのため、
日常生活において常時
の介護を必要とする在
宅の20歳未満の人

14,790円

来
年
は
国
勢
調
査
の
実
施
年

統
計
調
査
員
を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す

　
町
で
は
、
統
計
調
査
の
調
査
員
を
随
時

募
集
し
て
い
ま
す
。
統
計
調
査
は
国
や
県
、

町
が
行
う
も
の
で
年
間
数
件
の
調
査
が
あ

り
ま
す
。
来
年
は
５
年
に
一
度
の
国
勢
調

査
の
実
施
年
と
な
り
、
調
査
の
円
滑
な
実

施
に
は
皆
さ
ん
の
ご
協
力
が
必
要
で
す
。

調
査
ご
と
に
報
酬
も
支
払
わ
れ
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
調
査
員
の
要
件

◦
原
則
、
町
内
在
住
の
満
20
歳
以
上
60
歳 問

総
合
政
策
課　
企
画
政
策
係　
☎（
２
３
２
）２
１
１
２

未
満
の
人

◦
健
康
上
、
調
査
活
動
に
支
障
の
な
い
人

◦
税
務
、
警
察
、
選
挙
活
動
に
直
接
関
係

の
な
い
人

◦
調
査
に
関
す
る
秘
密
を
守
れ
る
人

■
申
込
方
法

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
統
計
調
査
員

登
録
申
込
書
、
申
告
書
に
記
入
し
て
総
合

政
策
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、

簡
単
な
面
接
を
行
い
ま
す
。

   

■対象の障害者（児）
　次のいずれかに当てはまる人
❶65歳未満の人で身体障害者手帳１種１級を持ち、障

害支援区分５または６に相当する人
❷身体障害者手帳１種１級を持つ全盲の人
❸療育手帳Ａ１を持つ人　
■対象の介護者
　次の全てに当てはまる人
❶令和元年11月１日に本町に居住し、住民基本台帳に

記載されている人
❷平成30年11月１日～令和元年10月31日のうち９カ

月以上を障害者（児）と同居し、介護している人
■申請場所　福祉課
■申請期限　11月29日㈮　午後５時
■必要書類　身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、申

請者の預金通帳
■申し込み・問い合わせ
　福祉課　地域福祉係
　☎（232）4913

在宅重度心身障害者介護者手当
   

　県では、県営住宅の明け渡しがあった場合の補充入居
待機者を募集します。
■募集案内書（申込書付）配布場所

熊本県営住宅管理センター、菊陽町役場建設課・西部
支所、㈱コスギ不動産各店舗、㈱明和不動産各店舗

■募集案内書配布期間
　11月18日㈪～12月10日㈫（㈯㈰㈷を除く）
　午前９時～午後５時
※㈱コスギ不動産と㈱明和不動産は、店舗により定休

日・営業時間が異なります。
■申込期間
　12月４日㈬～10日㈫
※㈯㈰も受け付けます。
■申込方法
❶熊本県営住宅管理センターに持参（午前９時～午後４

時）
❷案内書に付いている封筒で特定記録郵便にて郵送（送

付先：熊本市中央区水前寺6–5–19　熊本県庁会議棟
１号館１階（12月10日㈫までの消印有効））

■問い合わせ
　熊本県営住宅管理センター　☎（213）2711

令和元年度（後期）県営住宅
補充入居待機者を募集します

株
式
会
社
キ
ュ
ー
ネ
ッ
ト
と
ク
ラ
ウ
ド
型
防

犯
カ
メ
ラ
実
証
実
験
に
関
す
る
協
定
を
締
結

　
町
と
株
式
会
社
キ
ュ
ー
ネ
ッ
ト
は
10
月

２
日
、
ク
ラ
ウ
ド
型
防
犯
カ
メ
ラ
実
証
実

験
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。
こ

の
協
定
は
、
町
の
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ

く
り
を
目
的
と
し
た
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置

の
た
め
、
相
互
に
協
力
し
、
実
証
実
験
を

行
う
こ
と
で
、
効
果
的
な
カ
メ
ラ
の
運
用

を
目
指
す
た
め
に
結
ば
れ
ま
し
た
。
現
在
、

原
水
駅
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

問
総
務
課　
交
通
防
災
係　
☎（
２
３
２
）２
１
１
１西川尚希代表取締役（左）と握手を交わす後藤

町長（右）

■
募
集
期
限　
12
月
27
日
㈮

※
郵
送
の
場
合
は
消
印
有
効
と
し
、
そ
れ

以
外
は
締
切
日
必
着
で
す
。

■
名
称
を
募
集
す
る
施
設　
ご
み
焼
却
施

設
、
最
終
処
分
場（
ま
と
め
て
一
つ
の

名
称
）

■
応
募
資
格　
構
成
市
町（
菊
池
市
、
合

志
市
、
大
津
町
、
菊
陽
町
）に
在
住
ま

た
は
通
勤
・
通
学
す
る
人

■
名
称
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

◦
構
成
市
町
の
環
境
施
設
と
し
て
イ
メ
ー

ジ
し
や
す
い
も
の

◦
覚
え
や
す
く
親
し
み
や
す
い
も
の

◦「
環
境
美
化
セ
ン
タ
ー
」「
東
部
清
掃
工

場
」
は
除
く

■
応
募
方
法

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

（
応
募
用
紙
は
各
所
に
配
布
す
る
応
募

チ
ラ
シ
の
裏
面
に
あ
り
ま
す
。）

※
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
応
募
フ
ォ
ー
ム

か
ら
も
応
募
で
き
ま
す
。

■
応
募
先

　
〒
８
６
９

－

１
２
３
３

熊
本
県
菊
池
郡
大
津
町
大
字
大
津
１
１

５
番
地　

菊
池
環
境
保
全
組
合
建
設
推
進
課　
行

Ｆ
Ａ
Ｘ（
２
９
３
）３
３
５
０

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

kensetsu@
kikunanseisou.or.jp

■
表
彰

◦
最
優
秀
賞（
３
万
円
分
の
図
書
カ
ー
ド
）

１
点

◦
優
秀
賞（
１
万
円
分
の
図
書
カ
ー
ド
）

　
２
点

◦
チ
ャ
レ
ン
ジ
賞（
３
千
円
分
の
図
書

カ
ー
ド
）中
学
生
以
下
の
応
募
者
の
中

か
ら
抽
選
で
５
人

■
そ
の
他

詳
細
は
応
募
チ
ラ
シ
ま
た
は
組
合
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

http://w
w
w
.kikunanseisou.

or.jp

新
し
い
施
設
の
名
称
を
募
集
し
ま
す

問
菊
池
環
境
保
全
組
合　
建
設
推
進
課　
☎（
２
９
３
）
２
５
５
５

現
在
、
菊
池
環
境
保
全
組
合
は
合
志
市
幾
久
富
に
新
し
い
施
設
を
建
設
し
て
い
ま
す
。

施
設
の
正
式
名
称
を
募
集
し
ま
す
。
す
て
き
な
名
称
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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